
【別紙－４】 

原子力政策大綱［抜粋］ 

（2005 年 10 月 11 日 原子力委員会） 

２－３－１．地層処分を行う放射性廃棄物 

（１）高レベル放射性廃棄物 

  （中略） 

    また、国、研究開発機関及びＮＵＭＯは、それぞれの役割分担を踏まえつ

つ、密接な連携の下で、高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る研究開発を

着実に進めていくことを期待する。ＮＵＭＯには、高レベル放射性廃棄物の

最終処分事業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技術開

発を計画的に実施していくことを期待する。また、日本原子力研究開発機構

を中心とした研究開発機関は、深地層の研究施設等を活用して、深地層の科

学的研究、地層処分技術の信頼性向上や安全評価手法の高度化等に向けた基

盤的な研究開発、安全規制のための研究開発を引き続き着実に進めるべきで

ある。 

    これらの研究開発成果については、海外の知見も取り入れつつ、地層処分

に係る最新の知識基盤として整備・維持され、ＮＵＭＯの最終処分事業や国

の安全規制において有効に活用されることが重要である。このため、国、研

究開発機関等は、全体を俯瞰して総合的、計画的かつ効率的に進められるよ

う連携・協力するべきである。また、研究開発機関等は、国及びＮＵＭＯが

行う住民の理解と認識を得るための活動にも協力していくことが重要であ

る。さらに、国は、こうした研究開発の進捗を踏まえて、安全規制に係る制

度等を整備する必要がある。 

(注)下線はＮＵＭＯで記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




